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電子入札等システム利用者基本規約

（目的）

第１条　この基本規約は，広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム（以

下「本システム」といいます。）の利用にあたって必要な事項を定めるものです。

（運営主体）

第２条　本システムは，広島県電子自治体推進協議会の電子入札運営部会がその運営を行います。

２　本システムの共同運営に参加する地方公共団体等（以下「参加自治体」と総称します。）を代

表するもの（以下「代表運営団体」といいます。）は，広島県とします。

（本システムの内容と規約の構成）

第３条　本システムは，次の２つのサブシステムによって構成します。

(1) 電子入札サブシステム

　財団法人日本建設情報総合センターの電子入札コアシステム（以下「コアシステム」とい

います。）を基本に構築したシステムであり，参加自治体が，それぞれの調達案件の入札・契

約手続きを１件ずつ処理していくものです。

(2) 入札参加資格審査申請等電子受付サブシステム

　参加自治体が，調達の区分ごとにする入札参加資格審査申請及びその変更の届出等の受付

を行うものです。

　このサブシステムを利用する参加自治体は，申請項目及び様式を統一して受付を行うもの

とし，これを利用する者は，一回の入力によってその希望する各提出先に同一内容の申請又

は届出等を提出するものとします。

２　サブシステムごとの内容に応じた個別の事項については，別に定める個別規約によることと

します。

（規約への同意）

第４条　本システムを利用しようとする者は，参加自治体の条例，規則等に従うほか，あらかじ

めこの基本規約及び利用しようとするサブシステムに係る個別規約の内容を確認した上でこれ

らに同意しなければなりません。

２　本システムを利用した者は，この基本規約及び利用したサブシステムに係る個別規約の内容

に同意しているものとみなします。

（利用資格等）

第５条　本システムを利用しようとする者は，別記様式第１により代表運営団体に利用開始申請

をしなければなりません。また，その申請後に，利用開始申請の内容に異動が生じたときは，

速やかに別記様式第２による変更届を代表運営団体に提出しなければなりません。

２　代表運営団体は，利用開始申請を承認するときは，その申請者に固有の利用者登録番号を付

与してこれを通知するものとします。

　なお，利用者登録番号は，代表運営団体においてシステムの運営上必要があると認めるとき

は，あらかじめ当該利用者に通知した上で，これを変更することができるものとします。
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３　本システムを利用しようとする者は，次の各号のすべてを満たすＩＣカードを取得し，本シ

ステムの利用者登録機能と自己に付与された利用者登録番号とを用いて，参加自治体への利用

者登録（いずれの参加自治体の入札参加資格も有していない利用者にあっては，資格申請用の

利用者仮登録）を完了しなければなりません。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第３項の特定認

証業務を行う者（同法第４条の主務大臣の認定を受けた者に限る。）が発行したものである

こと。

(2) コアシステムで使用できるものであること。

(3) 利用者が法人の場合は，第１項の利用開始申請の内容となっている代表役員等の名義の者

であること。次項の申請において届け出た代表役員等の名義のものであること。

４　本システムの利用者は，前項の利用者登録又は利用者仮登録（以下「利用者登録等」と総称

します。）の内容に異動を生じたときは，速やかに本システムの機能を利用して利用者登録等の

内容を変更しなければなりません。

　なお，この変更を行わずに事実と異なる内容の利用者登録等のままで本システムを利用して

行った行為は，無効となることがあります。

（利用方法）

第６条　本システムの利用時間は，広島県の休日を定める条例（平成元年広島県条例第２号）第

１条第１項の休日を除く毎日午前９時から午後５時までとします。ただし，保守等の必要があ

るときは，参加自治体は，予告なしに本システムの運用を一時停止することがあります。

２　利用者は，コアシステムが正常に動作する電子計算機（端末を含みます。以下同じとします。）

と第５条第３項の利用者登録等を完了したＩＣカードを使用して，本システムを利用するもの

とします。

　なお，当該電子計算機には，ウイルスチェックソフトを導入し，その定義ファイルを常に最

新の状態に保たなければならないものとします。

３　利用者の使用する電子計算機及び利用者登録等がなされているＩＣカードを使用して行った

行為は，すべて当該利用者が行ったものとみなします。

　なお，名義人が相異なる２以上のＩＣカードについて利用者登録等をしている場合は，当該

２以上のＩＣカードのいずれを使用して行った行為は，すべて当該利用者が行ったものとみな

します。

４　利用者は，工事費内訳書その他の添付書類を電子データとして提出するときは，最新の状態

のウイルスチェックを行った上で，これを本システムにおける添付ファイルとして送信するも

のとします。ただし，添付書類に係る電子データの容量が，本システムの制限容量を超える場

合は，これを本システムにおける添付ファイルとして送信するのではなく，持参，郵送その他

の参加自治体が指定する方法により提出するものとします。

（禁止事項）

第７条　法令に違反する行為及び次の各号に掲げる行為は，これを禁止します。ただし，個別規

約に別段の定めがある場合は，この限りではありません。

(1) 代表者，商号又は名称について事実と異なる情報が格納されているＩＣカードを使用して

本システムを利用すること。

(2) 本システムを本来の目的以外の用途に利用すること。

(3) 他人の情報又は虚偽の情報により本システムを利用すること。

(4) 本システムに不正なアクセスをし，又はウィルスを送信すること。

(5) 前４号に掲げることのほか，本システムの管理若しくは運営を故意に妨害し，又は本シス

　テムを破壊すること。
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２　前項の行為は，原則として無効とします。

３　第１項の行為を行った者については，関係する参加自治体において指名除外等の措置がとら

れることがあります。

（障害時等の対応）

第８条　本システムが障害等によって利用できなくなったときは，利用者は，関係する参加自治

体に連絡して，その指示に従うこととします。

（本システムに登録された情報の取扱い）

第９条　本システムに登録された情報に関する権利は，その提出先の参加自治体に帰属するもの

とします。

２　代表運営団体は，本システムの運営上やむを得ないときは，前項の参加自治体の承諾を得て，

必要な調査を行い，又は修正を加えることができるものとします。

（参加自治体の免責等）

第 10 条　利用者は，自己の利用に係る電子計算機及びその利用環境の整備，ＩＣカードの管理

その他の必要な行為を自己の判断と責任において適切に行って，本システムを適正に利用する

ものとします。参加自治体は，利用者が本システムを利用したことによって発生した利用者及

び第三者の損害について，一切の責任を負いません。

（準拠法及び管轄）

第 11 条　この基本規約及び第３条第２項の個別規約（以下「関係規約」と総称します。）は，日

本国の法令に準拠するものとします。

２　本システムの利用又は関係規約に関して参加自治体と利用者との間に生じた紛争については，

広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（規約の改正）

第 12 条　参加自治体は，必要があると認めるときは，予告なく関係規約を改正することができ

るものとします。

２　利用者は，これらの規約の改正後に本システムを利用した場合は，改正後の規約の内容に同

意しているものとみなします。

３　利用者は，本システムを利用する都度，この基本規約及び利用しようとするサブシステムに

係る個別規約を確認してください。

附　則

　この規約は，平成１６年１０月２７日から施行します。

附　則

　この規約は，平成１８年８月１１日から施行します。

附　則

　この規約は，平成１９年１１月２９日から施行します。
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附　則

　この規約は，平成２２年６月２２日から施行します。
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別記様式第１（第５条関係）

電子入札等システム利用開始申請書

平成　　年　　月　　日

　広島県電子自治体推進協議会

　　電子入札運営部会長　様

　　（広島県技術企画課）

　電子入札等システムの利用を，次により開始したいので，電子入札等システム利用者基本規約

第５条第１項の規定により，申請します。

　なお，申請にあたり，関係規約を遵守してシステムを利用すること，ここに記載した事項は事

実と相違ないこと，また，申請内容に変更が生じた場合は，直ちに届け出ることを誓約します。

（申請者）

住所又は所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【申請事項】

個人・法人の別 個人・法人（該当に○）

建設業許可番号 大臣・　　　知事許可第　　　　　　号（許可を有する場合のみ）

建設工事 希望する（現在の資格：有［自治体名：　　　］・無）・希望しない利用希望

分野 コンサル 希望する（現在の資格：有［自治体名：　　　］・無）・希望しない

所在地又は住所
〒

商号又は名称 漢字） フリガナ）

代表者氏名 漢字） フリガナ）

電話番号 （　　　　　）　　　　　－

職名 氏名 本人住所

システムに登録する

ＩＣカードの名義人
（代表権のある役員に限る。）

※要件を満たさない名義人が記載されていた場合，当該名義人については無効として取り扱います。

（問い合わせ先）

所在地 〒       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請事項に記入した所在地と異なる場合のみ）

所属 職名 担当者名

電話 FAX e-mail

（注意事項）

①必ず代表者印を押印してください。（支店長印等は認められません。）

②利用希望分野は，該当を○で囲み，申請時点で参加自治体のいずれかの入札参加資格を有する者は，そのうち

一つの自治体名を記入してください。（利用者登録番号は，この分野によらず一社一つの番号になります。）

③法人の場合，ＩＣカードの名義人は，必ず代表権をもつ役員等としてください（単なる取締役や支店長等は認

められません。）。規定どおりの届出名義人以外の名前による利用者登録情報は，管理者が削除します。

④申請内容に疑義がある場合，補正等をお願いすることがあります。また，法人の場合は，商業登記簿謄本

　（申請書を提出する日の３か月前の日以降に発行されたもの）の写しを確認書類として添付してください。

⑤登録する名義人は，５人以下としてください。なお，申請時点でＩＣカードを取得している必要はありません。

代表運営団体（広島県）記入欄：



6

別記様式第２（第５条関係）

電子入札等システム申請内容変更届出書

平成　　年　　月　　日

　広島県電子自治体推進協議会

　　電子入札運営部会長　様

　　（広島県技術企画課）

　電子入札等システムの利用に係る申請内容に次のとおり変更があるので，電子入札等システム

利用者基本規約第５条第１項の規定により，届け出ます。

　なお，ここに記載した事項は事実と相違なく，また，今後，さらに申請内容に変更が生じた場

合は，直ちに届け出ることを誓約します。

（申請者）

住所又は所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【届出事項】

変更日 平成　　年　　月　　日

個人・法人の別 個人・法人（該当に○）

　以降は変更項目に○を付して，変更後の内容を記入

所在地又は住所
〒

商号又は名称

電話番号 （　　　　　）　　　　　－

職名 氏名 本人住所

システムに登録する

ＩＣカードの名義人
（代表権のある役員に限る。）

※要件を満たさない名義人が記載されていた場合，当該名義人については無効として取り扱います。

（問い合わせ先）

所在地 〒       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請事項に記入した所在地と異なる場合のみ）

所属 職名 担当者名

電話 FAX e-mail

（注意事項）

①必ず代表者印を押印してください。（支店長印等は認められません。）

②法人の場合，ＩＣカードの名義人は，必ず代表権をもつ役員等としてください。（単なる取締役や支店長等は認

められません。）。規定どおりの届出名義人以外の名前による利用者登録情報は，管理者が削除します。

③届出内容に疑義がある場合，補正等をお願いすることがあります。

　また，法人の場合は，商業登記簿謄本（申請書を提出する日の３か月前の日以降に発行されたもの）の写しを

　確認書類として添付してください。

④登録する名義人は，５人以下としてください。

なお，届け出時点では，まだＩＣカードを取得している必要はありません。

  
代表運営団体（広島県）記入欄：


